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犬山市議会第４号議案  

 

   犬山市表彰条例の一部改正について  

 

 犬山市表彰条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものと

する。  

 

  令和６年２月２６日提出  

 

                   犬山市長  原   欣  伸   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （説  明）  

 この案を提出するのは、表彰の対象を明確化するため必要があるか

らである。  
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   犬山市表彰条例の一部を改正する条例  

 

 犬山市表彰条例（平成１９年条例第３号）の一部を次のように改正

する。  

 第２条の見出し中「種類」を「種類等」に改め、同条第２項を次の

ように改める。  

２  表彰を受けた者又は表彰の対象となっている者であっても、新た

に次条又は第４条の規定による表彰の事由に該当する場合は、重ね

て表彰することができる。  

 第３条各号列記以外の部分中「者」を「個人、法人及び団体等」に

改め、同条第１１号中「前各号」を「前各号に掲げるもの」に改め

る。  

 第４条各号列記以外の部分中「者」を「個人、法人及び団体等」に

改め、同条第１号中「までに」を「までのいずれかに」に改める。  

 第５条第２項中「あたって」を「当たって」に改める。  

 第６条中「表彰の期日前」を「表彰する前」に改める。  

 第７条の見出しを「（犬山市表彰審査委員会）」に改め、同条第５

項を同条第６項とし、同条第４項を同条第５項とし、同条第３項中

「、副市長」を「副市長」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２

項の次に次の１項を加える。  

３  委員の任期は、任命又は委嘱の日から諮問に係る答申の日までと

する。  

 第８条中「必要な」を「、必要な」に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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○犬山市表彰条例の一部改正のための新旧対照表 

新（改正後） 旧（改正前） 

 （表彰の種類等） 

第２条  略 

２ 表彰を受けた者又は表彰の対象となっている者であっても、新たに次条又

は第４条の規定による表彰の事由に該当する場合は、重ねて表彰することが

できる。 

 （一般表彰） 

第３条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人、法人及び団体等の

うち、その功績が顕著なものに対して、市長がこれを行う。 

 (1)～(10)  略 

 (11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に表彰を必要と認める者 

 （自治功労表彰） 

第４条 自治功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人、法人及び団体

等に対して、市長がこれを行う。 

 (1) 前条第１号から第９号までのいずれかに該当して一般表彰の対象となる

者のうち、その功績が特に顕著なもの 

 (2)  略 

 （表彰の方法） 

第５条  略 

２ 前項の表彰に当たっては、記念品を添えることができる。 

３  略 

 （追彰） 

第６条 第３条又は第４条の表彰に該当する者が、表彰する前に死亡したとき

は、その者の遺族に対して追彰する。 

 （犬山市表彰審査委員会） 

第７条  略 

２  略 

３ 委員の任期は、任命又は委嘱の日から諮問に係る答申の日までとする。 

４ 委員長は副市長をもって充て、委員は市議会議員、学識経験を有する者及

び市職員の中から市長がこれを委嘱し、又は命ずるものとする。 

５及び６  略 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。 

 （表彰の種類） 

第２条  略 

２ 表彰を受けた者であっても新たに表彰を受ける事由が生じたときは、重ね

て表彰することができる。 

 

 （一般表彰） 

第３条 一般表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が顕

著なものに対して、市長がこれを行う。 

 (1)～(10)  略 

 (11) 前各号のほか、市長が特に表彰を必要と認める者 

 （自治功労表彰） 

第４条 自治功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、市長が

これを行う。 

 (1) 前条第１号から第９号までに該当して一般表彰の対象となる者のうち、

その功績が特に顕著なもの 

 (2)  略 

 （表彰の方法） 

第５条  略 

２ 前項の表彰にあたっては、記念品を添えることができる。 

３  略 

 （追彰） 

第６条 第３条又は第４条の表彰に該当する者が、表彰の期日前に死亡したと

きは、その者の遺族に対して追彰する。 

 （表彰審査委員会） 

第７条  略 

２  略 

 

３ 委員長は、副市長をもって充て、委員は市議会議員、学識経験を有する者

及び市職員の中から市長がこれを委嘱し、又は命ずるものとする。 

４及び５  略 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が規則で定める。 


